
別添１付随事業及び収益事業を実施する場合の取扱いについて

１． 事業実施までの手続きについて

（１）基本的な流れ

（２）例外について

２． 付随事業の概要

① 都への事前相談 ② 事業区分等の判断 ③ 寄附行為変更

本来事業以外の事業開始・
廃止及び内容変更について、
法人として事業実施を決定
する前に、「事前相談シー
ト」を提出してください。

提出された内容に
基づいて、都が事
業の区分等を判断
します。

該当となる事業は、
申請書類を揃え、
事業開始前に寄附行
為変更認可を受ける
必要があります。

「令和７年１月31日６生私行第4054号「学校法人による保育に関する事業及び障害児支
援に係る事業の取扱いについて（通知）」（以下、「保育及び障害児支援に係る事業通
知」という。）に記載の事業については、内容に応じて事前相談、寄附行為変更又はそ
の両方が不要となります。

（１）事業の範囲

（２）会計処理と寄附行為への記載

下記全てに該当する付随事業は、資金収支予算書及び事業活動収支予算書に部門を設け
て表示し、寄附行為変更認可を受ける必要があります。

◆事前相談シートの送付先◆

別添２「付随事業・収益事業実施にあたっての事前相談シート」を添付の上、

下記担当・件名でメールをいたただきますようお願いします。

【 メ ー ル 件 名 】

【 担 当 】

【メールアドレス】

（法人名）（法人コード５桁）付随事業・収益事業の事前相談

東京都生活文化スポーツ局私学部私学行政課 幼稚園担当

S1121502@section.metro.tokyo.jp



別添１３． 収益事業の概要

（１）事業の範囲

（２）会計処理と寄附行為への記載

収益事業は、学校法人会計から区分し、特別の会計として経理し、寄附行為変更認可を
受ける必要があります。
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